
消火器の廃棄について（リサイクルシステム） 

                     

※2010 年１月１日から消火器のリサイクルシステムが始まっており、消火器を廃棄す

る場合は、特定窓口に持参しなければなりません。 

現在、隠岐島管内の特定窓口は、酒井材木店（隠岐の島町）、NADAX（西ノ島町）及び

三好石油（海士町）です。 

なお、引き取りは特定窓口に持参したものに限るということで、他島から輸送した

ものは引き取らないということです。（消防署は引き取りをしません。） 

 知夫村にお住まいの方は、エコリサイクルセンターに連絡する、若しくは、購入先

店舗にご相談ください。 

消火器処分の仕方 

 

１ 「特定窓口」に消火器を持ち込む。（リサイクル料金が必要です。） 

→近くの「特定窓口」を「検索」 

 

２ 「エコリサイクルセンター」に連絡し、ゆうパックによる消火器の回収を依頼する。

（リサイクル料＋運搬費が必要です。） 

→「エコリサイクルセンター連絡先」 

 

３ 販売店で消火器を買い替えの際に処分を依頼する。（販売店によっては行わな

い場合もありますので、事前にご確認ください。） 

https://www.ferpc.jp/accept/
http://www.ferecycle.jp/index.html#01=%BE%BE%B9%BE%BB%D4

